
別　紙

　　【令和6年1月1日】 【令和8年1月1日】

令和６年度 令和８年度

【専任技術者の資格要件】
（1）1,2級土木施工管理技士などの国家資格者
（2）実務経験者（10年間又は学歴により短縮）

※国家資格を取得するためには、令和４年度に実施
する資格試験を受験してください。

※実務経験者であっても専任技術者になれますが、
実績を証明するための施工実績に制限がありますの
で注意してください。

※令和５年中に水道施設工事の建設業許可
を取得したうえで、令和６年１月１日付け
有効の経営事項審査に許可内容を反映させ
てください。なお、経営事項審査に反映さ
せるためには、１１月中旬を目途に手続き
を完了してください。

※建設業許可、経営事項審査に関する手続
きについては、群馬県となります。

※令和６・７年度については、管工事として入
札参加登録することになりますが、水道施設工
事の建設業許可を取得していなければ、入札に
参加できません。

※令和６・７年度の管工事の施工実績を水道施
設工事に業種間移行してください。その際に新
たに設定される水道施設工事、管工事の完成工
事高を満足するよう移行してください。

工事種別移行までのスケジュール

令和３年度 令和４年度 令和５年度　 令和７年度 令和９年度

※現在、管工事で発注し
いる配水管工事につい
て、すべて、水道施設工
事で発注することになり
ます。

※令和６・７年度の定期申請については、管工事で申請し

てください。なお、水道施設工事の建設業許可を取得し経

営事項審査に反映させてください。

定期申請期間については、例年、１月中になります。

※令和８・９年度の定期申請については、水道

施設工事で申請してください。

この際、参加要件となる水道施設工事、管工

事、それぞれの完成工事高を満足してください。

国家資格取得期間 本格運用建設業許可取得期間 経過措置期間


